
特定小型原動機付自転車 （第１種 特定原付） 

 

（申請できる車両）※以下のすべてを満たすもの 

1. 原動機の定格出力が ０．６KW 以下であること。 

2. 長さ１．９メートル以下、幅０．６メートル以下であること。 

3. 最高速度が２０キロメートル毎時以下であること。 

 

※特定小型原動機付自転車とは 

道路交通法(昭和３５年法律第１０５号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和２６年運輸省

令第６７号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部

電源により供給される電気を動力源とするものであって、上記の１、２、３全てに該当する

ものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。 

 

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付

自転車には該当しません。 

 

 

申請書類 

○共通書類 

１ 軽自動車税（種別割）申告書（報告）書兼標識交付申請書 

  ※令和５年７月１日より施行される新様式を使用して下さい。 

  ※申請書は、窓口に取りに来ていただくか、ホームページに掲載してあります。 

２ パンフレット（定格出力、最高速度、長さ、幅、車体全体がわかるもの） 

 ※パンフレット等がない場合は、定格出力、最高速度、長さ、幅、がわかる諸元表と車体

全体の写真が必要です。 

３ 届出者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 

 

○販売店からの購入の場合 

１ 販売証明書 

  ※販売証明書には、車名、車台番号、定格出力、最高速度、長さ、幅、特定小型原動機 

付自転車を販売したとの旨を明記したものを持参してください。 

２ 石ずりまたはエフ（※車体に刻まれている車台番号の写真を印刷したものでも可） 

３ 共通書類１、２、３ 

 

○譲渡の場合（原動機付自転車・小型特殊自動車標識返納届出済証がある場合） 

１ 原動機付自転車・小型特殊自動車標識返納届出済証 

※特定小型原動機付自転車を廃車したとわかる証明書に限ります。 

２ 共通書類１、３ 

 



○譲渡の場合（原動機付自転車・小型特殊自動車標識返納届出済証がない場合） 

１ 譲渡証明書 

  ※譲渡証明書には、車名、車台番号、定格出力、最高速度、長さ、幅、特定小型原動機 

付自転車を譲渡したとの旨を明記したものを持参してください。 

２ 石ずり（※車体に刻まれている車台番号の写真を印刷したものでも可） 

３ 共通書類１、２、３ 

 

〇特定小型原動機付自転車に該当する車両で原動機付自転車１種として登録している車両

（和歌山市の白色もしくはご当地のナンバープレートがついている車両）を特定小型原動

機付自転車として登録したい場合 

 １ 標識（ナンバープレート） 

 ２ 標識交付証明書 

 ３ 軽自動車税（種別割）廃車申告書兼標識返納書 

 ４ 共通書類１、２、３ 

 


